
京都市上下水道局入札制度検討委員会要綱 

 

制定 平成５年９月１３日 

改正 平成６年４月１日、平成１１年７月２１日、平成１２年３月３０日、平成１４年３月２７日、平成１６年

４月１日、平成１７年４月１日、平成１８年４月１日、平成２１年４月１日、平成２２年４月１日、平成

２３年４月１日、平成２５年４月１日、平成２６年４月１日、平成２７年４月１日、平成２８年４月１日、

平成２９年４月１日、平成３０年４月１日、令和６年４月１日 

 

（設置） 

第１条 水道事業及び下水道事業における競争入札の公正及び適正な執行の確保を図るた

め、京都市上下水道局入札制度検討委員会（以下｢委員会｣という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について検討する。 

 ⑴ 入札制度の改善に関すること。 

 ⑵ 契約事務の改善に関すること。 

 ⑶ その他委員長が必要と認めること。 

（構成） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にあ

る者とする。 

   委 員 長  管理者 

   副委員長  次長 

   副委員長  技術長（局に置かれている場合に限る。） 

   委 員  総務部長 

   委 員  技術監理室長 

委 員  水道部長 

   委 員  下水道部長 

２ 委員長は、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合は、そ

の職務を代理する。この場合において、委員長の職務を代理する副委員長は、次長とする。 

（会議） 

第４条 委員会は、委員長が必要があると認めるときは、随時招集することができる。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、契約会計課において処理する。 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 



 この要綱は、平成５年９月１３日から執行する。 

附 則 

 この要綱は、平成６年４月１日から執行する。 

   附 則（平成１１年７月２１日決定） 

 この要綱は、平成１１年７月２１日から執行する。 

附 則（平成１２年３月３０日決定） 

 この要綱は、平成１２年４月１日から執行する。 

附 則（平成１３年３月３０日決定） 

 この要綱は、平成１３年４月１日から執行する。 

   附 則（平成１４年３月２７日決定） 

 この要綱は、平成１４年４月１日から執行する。 

   附 則（平成１６年４月１日決定) 

 この要綱は、平成１６年４月１日から執行する。 

   附 則（平成１７年４月１日決定） 

 この要綱は、決裁の日から執行する。 

   附 則（平成１８年４月１日決定） 

 この要綱は、決裁の日から執行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。 

 附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。 

附 則 



この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 


